
 
 

仕 様 書 
 
１ 件  名  一般廃棄物（不燃残さ）積込運搬業務委託（埼玉県寄居町）（単価契約） 
２ 履行期間  令和６年（２０２４年）４月１日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 
３ 履行場所 
⑴ 積込先  
ア 草加市リサイクルセンター（草加市稲荷一丁目８番２号） 
イ 草加市瀬崎仮置場（草加市瀬崎六丁目２０７０番地） 

⑵ 運搬先 
埼玉県環境整備センター（埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３６８番地） 

４ 積算方法 
発注予定数を基に１００ｋｇ当たりの契約単価を見積もること。 

５ 支払方法 
 契約単価に月ごとの運搬数量を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加えて、業務の完了確認
後、月ごとに支払うものとする。（業務完了月払） 

６ 委託内容 
 草加市リサイクルセンターで発生した不燃残さ（１５ｃｍ以下）を９の実施要領に基づき、車
両に積込み、埼玉県環境整備センター（以下「処分場」とする。）へ迅速かつ適正に運搬する。 

７ 発注予定数 
発注予定数量は、年間１，０００ｔとする。 
ただし、当該一般廃棄物（不燃残さ）の発生状況によって、発注予定数量と実際の発注数量に
相違が起こり得ることを予め留意しておくこと。 

８ 要 件 等 
 草加市入札参加資格者名簿（廃棄物処理・収集運搬［一般廃棄物]）に登録されている者で、
次の要件を満たしていること。 
⑴ 許 可 等 
 受注者は、不燃残さの最終処分に係る業務を遂行するため、埼玉県環境整備センターの「講
習終了証」を取得し、かつ「搬入カード」を所持していること。 

⑵ 条 件 等（営業拠点について） 
 本業務は、草加市リサイクルセンター及び瀬崎仮置場それぞれに貯留している不燃残さを迅
速かつ計画的に履行する必要があり、不燃残さの発生量は収集地域や時期等により大きく異な
ることから、即時に対応する必要が生じる場合が多く想定されるため、受注者は、草加市内に
本社、支店、営業所等及び運搬車両用車庫を有し、発注者の依頼を受けてから概ね２０分以内
で積込みを開始できること。 

⑶ 資 格 等 
 受注者は、労働安全衛生法による技能講習終了証（ホイールローダー等）を取得しているこ
と。 
 また、必要に応じて、作業効率を考慮した機器を用意すること。 
 なお、機器の使用に当たっては、埼玉県生活環境保全条例及び関係規則の騒音及び振動の規
制基準等の関係法令等を遵守すること。 

９ 実施要領 
⑴ 不燃残さの状況 
 草加市リサイクルセンターに搬入された不燃ごみ及び粗大ごみは、機械設備等により分別、
破砕処理される。破砕処理された後は、有価物、可燃残さ、不燃残さに分けられ、それぞれス
トックヤード等に一時的に貯留される。このうち、不燃残さについては、発生量に応じて廃棄
物一時保管場所である瀬崎仮置場に貯留する場合もある。必要な場合は、現場確認を行うこと。 

⑵ 現場責任者 
 受注者は、当該業務を行うに当たっては、現場責任者を配置し、現場責任者は作業の統括を
行うものとする。当該現場責任者は、草加市の廃棄物事情に理解が深く、廃棄物の種類及び処
理に関する知識及び経験が豊富な者を配置すること。 
 なお、現場責任者は、本業務の目的及び内容等を十分理解し、その職務を遂行するとともに
作業員の指揮、監督及び教育指導並びに事故防止に努めること。 

⑶ 作業人員 
 不燃残さの積込み業務は、原則２名以上、その他の業務は、原則１名以上の作業員を配置す
ること。 

委託番号 ４１０８ 

契約形態 業務委託 



 
 
 
⑷ 施設管理委託業者 
 草加市リサイクルセンター及び瀬崎仮置場は、発注者が業者に運営・管理を委託しているた
め、当該施設管理委託業者は、発注者の指示を代行することができるものとする。 
 なお、受注者は、施設業務等に支障を与えないよう当該施設管理委託業者と協議、調整、及
び連絡等を密に行うこと。 

⑸ 搬出車両 
 一度に運搬する不燃残さは約１２．８㎥の容量となるため、その重量と運搬効率を考慮し、
運搬車両は原則、２５ｔ車（最大積載量１２ｔ）程度とする。 
 ただし、草加市リサイクルセンター及び瀬崎仮置場の施設業務に支障を与えない場合は、発
注者と協議の上、２２ｔ車（最大積載量１１．２ｔ）でも可とする。 
 なお、粒子状物質減少装置の装着が必要な車両については、粒子状物質減少装置装着証明書
を提出すること。 

⑹ 積込作業 
ア 場内交通及び安全作業 
 受注者は、発注者及び施設管理委託業者の誘導に従い、他の通行人及び車両等安全に十分
留意し場内の通行及び作業を行うこと。 

イ 積込車両 
 積込車両は、処分場の登録車両を使用すること。 
 また、当該車両に不燃残さを搬入する事業所名または運搬業者名を明確に表示すること。 

ウ 積込日時 
 積込日時は、「９－⒀－ア」に記載している処分場の搬入日時に従い、調整すること。 

エ 積込依頼 
 受注者は、発注者又は施設管理委託業者からリサイクルセンターの積込み依頼があった場
合は、２０分以内の積込み作業を厳守すること。なお、瀬崎仮置場にて積込作業を実施する
場合は、２週間前までに発注者及び施設管理委託業者と協議し、積込日時を事前に決定する
こと。 

⑺ 草加市リサイクルセンターにおける積込作業 
ア 積込作業に必要な重機等は受注者にて用意し、積込作業は、受注者で行うこと。 

ただし、施設管理委託業者の承諾を得て、草加市リサイクルセンターに配備されている重
機等を使用する場合は、この限りではない。 

イ 積込作業は、不燃物貯留ホッパ―（以下「ホッパー」という。）下にて行うこと。 
ウ 積込作業に当たっては、プラットホームシャッターを閉鎖し、散水を実施し、飛散防止対

策を講じること。 
エ ホッパーに設置してある積載荷重防止センターは『HIGH』検知（重量約１１ｔ）と『HIGH 

HIGH』検知の２段階の検知システムが搭載されています。このうち、『HIGH HIGH』検知が表
示された場合は、ホッパー貯留用を超過しないように施設の処理設備が自動停止する設計と
なっています。同センター稼働時間中は常に破砕等の処理を行っているため、機械設備が停
止してしまうと施設の管理・運営に大きな支障をきたします。 
このため、受注者は、『HIGH』検知が表示された場合、発注者からの依頼を受け、２０分

以内に積込作業を時間厳守で実施すること。 
⑻ 瀬崎仮置場における積込作業 
・ 積込作業は、原則として、施設管理委託業者にて行うこと。ただし、施設管理委託業者を

協議し、承諾を得た場合は、受注者において行うことを可とする。 
⑼ 積込作業後の確認 
ア 積込作業終了後は、飛散した残さ等の清掃を実施し、施設内を清潔に保つこと。 
イ 積み込んだ不燃残さは、処分場の受入れ基準に基づき、次のことを確認し、是正すること。 
・ 可燃物（木くず等）、有害物質（乾電池、水銀計、蛍光管等）の混入がないこと。 
・ 最大径が１５ｃｍ以下であり、中空でないこと。 
・ 廃棄物に発色性、悪臭がないこと。 
・ 水分が少ないこと。 

ウ 道路飛散防止シート及び荷台の締切り状況を確認すること。 
⑽ 計量作業 
 積込み終了後には、施設に設置されているトラックスケール（計量機）で計量を行い、発注
者または施設管理委託業者の確認を受けること。また、計量の際は、「計量票」を受け取り、
12－ア－(ｱ)の廃棄物等処分依頼書との整合を図ること。 

 



 
 
 
⑾ 積載量の調整 
 積載量は、廃棄物等処分依頼書の依頼重量から±１００ｋｇ及び最大積載量を厳守すること。 
 積載量調整のため、必要に応じて重機等を使用し、やむを得ず積載量を超過した場合は、資
源回収量向上のため、再度粗大ごみ及び不燃ごみラインへ重機等により投入すること。 
ア リサイクルセンターにおける積載量の調整 
 積込み車両の積載重量を満たすよう不燃残さの積載量を調整すること。 

イ 最大積載量は１２ｔを目標とし、積載量不足時は、不燃残さを再積込みすること。 
⑿ 運搬作業 
ア 運搬時、次の書類を準備すること。 
(ｱ) 廃棄物等処分依頼書（処分場の係員へ提出） 
(ｲ) 搬入カード（処分場の係員へ提出） 
(ｳ) 搬入承認証（運転席前面に掲示） 
(ｴ) 運転者講習修了証（運転席前面に掲示） 

イ 運搬前に再度車両及び不燃残さ状況等安全確認を徹底すること。 
ウ 運搬経路は次の処分場が指定する経路を通行すること。 

１コース 国道２５４号線（小川町方面） → 進入道路 
２コース 国道１４０号線 → 国道２５４号線 → 進入道路 

エ 運搬作業に当たっては、道路への落下、飛散等を防止し、道路交通法（昭和３５年法律第
１０５号）、その他関係法令を遵守し、事故防止に努めること。 

⒀ 搬入作業 
ア 搬入日時 
 搬入日時は処分場が示す日時とする。 
 原則として、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３
日を除く月曜日から金曜日までの午前９時から正午、午後１時から午後４時までである。 

イ 搬入の中止 
 次の場合、搬入が中止されるため、受注者は、その責任において搬入が再開されるまで不
燃残さを適正に保管し、搬入が可能となった後、早急に処理を行うこと。 
(ｱ) 午前８時４５分から１０分間観測し、平均風速が７．０ｍ/秒以上の場合、午前の搬入
を中止。 

(ｲ) 午前１１時から１０分間観測し、平均風速が７．０ｍ/秒以上の場合、午後の搬入を中
止。 

(ｳ) 気象の急変で、廃棄物の飛散の恐れがあると認められたとき。 
(ｴ) 浸出水処理施設の計画処理水量を超える雨量があったとき。 
(ｵ) その他、異常気象により、場内での作業が困難と認められるとき。 

ウ 搬入の停止 
受注者は、次の搬入停止に当たる行為を行わないこと。 

(ｱ) 搬入を許可されたものと異なる廃棄物を搬入すること。 
(ｲ) 登録車両又は登録者以外で搬入すること。 
(ｳ) 不正の手段で廃棄物を搬入すること。 
(ｴ) 係員及び県職員の指示に従わないこと。 
(ｵ) 必要書類を持参しないこと。 

エ 廃棄物の検査 
 搬入時に、処分場の計量所と埋立地で、搬入を認められた残さであるかどうか、目視によ
る検査及び抜取り検査が実施されるため、現地職員の指示に従い検査を受けること。 
 また、万が一、搬入を認められた不燃残さと異なるものを搬入した場合は、その場で搬入
拒否となるため、受注者の責任において当該不燃残さ物を持ち帰り、処理すること。 

オ 運転者の留意事項 
 運転者は次のことに留意すること。 
(ｱ) 午前９時以前に処分場へ到着した場合は、国道２５４号線入口駐車場又は処分場が指
定する場所で待機すること。 

(ｲ) 進入道路は、原則として駐車禁止であるため、駐車しないこと。 
(ｳ) 待機中に、「水切り」等の行為を行わないこと。 
(ｴ) 計量所の荷台検査台での目視検査時は、必ずアイドリングストップを実施し、検査終
了後、外したシート等は必ず設置し直し、搬入場所へ入場すること。 

(ｵ) 退出時に、車両に残さ物が付着していないか確認し、確実に除去すること。 
(ｶ) 廃棄物の荷下ろし後、係員から退出の合図を確認後、処分場を退場すること。 



 
(ｷ) 混入物が認められた場合、必ず検査員から当該物を受け取り、速やかに持ち帰り、処
理すること。 

10 服 装 等 
 受注者は、作業員に安全に充分配慮させるとともに、作業に適した清潔な服装及びヘルメット
等を着用させ、安全な器具類を使用させること。また、名札を定められた位置に着用するととも
に、頭髪の手入れ等節度のある身だしなみに注意し、人に好感を与えることに留意すること。 

11 業務の実施責任 
 受注者の実施した業務に瑕疵があり、又は業務の実施が不完全であった場合は、受注者は、直
ちにこれを補完するものとする。ただし、受注者の責めに帰さないときは、この限りではない。 

12 事故等の責任等 
 受注者は、作業中に受注者の責めに帰すべき要因による事故・損傷が発生した場合、直ちに発
注者にその内容を報告し、適切な措置を講ずるとともに、受注者の責任において対応・復旧する
こと。また、本業務の実施に当たり、第三者からの苦情等については、受注者の責任において
解決すること。対応については真摯かつ誠実に行い、不快とならないよう留意すること。さら
に、対応した内容については早急に発注者に報告すること。 

13 その他留意事項 
⑴ 場内の火気の取扱いには十分注意し、防火に努めること。 
⑵ 作業に必要な機器類は、当該施設内の環境衛生上支障のない場所に保管すること。 
⑶ 本業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。（廃棄物の撤去、持ち帰
り等に要する費用を含む。） 

⑷ 電気及び水道料金は発注者の負担とする。なお、受注者は、電気及び水等の使用に当たって
は、極力節約に努めるものとする。 

⑸ 受注者は、履行期間が満了した場合は、業務に支障のないよう誠実に引き継ぎ業務を行うこ
と。 

⑹ 業務外で発注者から協力の依頼を受けた場合についても積極的に協力を行うこと。 
⑺ 受注者は、受注業務遂行上、従業員が行った違法行為等について、受注者自らが行ったもの
とみなし、その責任を免れないこと。 

14 提出書類 
⑴ 委託業務開始時 
ア 着手届 
イ 現場責任者届 
ウ 許認可等確認願（本業務に係る許可証及び資格等の写し） 
エ 作業従事者名簿 
オ 登録車両リスト（車両車検証及び車両写真） 
カ その他必要な書類 

⑵ 業務完了月毎 
・ 業務報告書 
※ 提出については、紙（Ａ４又はＡ３）又は電子データにより提出するものとする。 

15 その他 
⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 
⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 
⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条及
び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９条の規定
に基づき、次の事項を遵守すること。 
① 受注者又は受注者の下請業者が不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害

を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄
の警察署に通報すること。 

② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 
⑷ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 
⑸ 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等の変更による
ことなく、その内容を遵守すること。 

16 問合せ先 
 ⑴ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 
   草加市役所 契約課 
   電話０４８（９２２）１１２９（直通） 
 ⑵ 契約締結後の問合せ先 
  草加市市民生活部廃棄物資源課業務係 土子 
  電 話０４８（９３１）３９７２（直通） 


